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相談・情報提供
融資・リース・保証
補助金・出資
場の提供
その他

省エネ対策、再エネ設備・水素ステーション
等の導入に必要な資金を借り入れたい
エネルギー対策特別融資制度（エネルギー対策特別融資費）

省エネ対策、再エネ設備・水素ステーション等の導入に取り組もうとする中小企業者を対象に、
必要な資金を融資します。

お問い合わせ先
福岡県企画・地域振興部総合政策課エネルギー政策室
TEL：０９２―６４３―３１４８ FAX：０９２―６４３―３１６０ e-mail：energy@pref.fukuoka.lg.jp
ふくおかのエネルギー http://www.f-energy.jp/

対象者
県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者

内 容
（１）融資対象設備等（県内の事業所に設置する場合に限る）

省エネルギー設備（エネルギー効率の高い先端製造設備を含む）
再生可能エネルギー設備（売電目的の発電設備を含む）
コージェネレーション、エネルギーマネジメントシステム、蓄電池
建築物の省エネ改修（建築物全体で１０％以上の省エネ効果を有するものに限る）
水素ステーション
その他上記設備等と同等以上の効果を有すると知事が認めるもの

（２）融資限度額 再生可能エネルギー設備及び水素ステーション：２億円以内
その他の設備等：１億円以内

（３）融 資 期 間 再生可能エネルギー設備及び水素ステーション：１５年以内（据置期間２年以内）
その他の設備等：１０年以内（据置期間２年以内）

（４）融 資 利 率 年１．１％（融資期間が１０年超～１５年以内の場合は１．３％）
（５）保 証 料 率 ０．２５％～１．６２％（ただし、省エネルギー設備、コージェネレーション若しくはエネ

ルギーマネジメントシステムの導入又は建築物の省エネ改修の場合は、０．１３～
１．５６％）

（６）担 保 必要に応じ徴求
（７）保 証 人 原則として、法人は代表者のみ、個人は不要

活用方法
融資制度を希望される方は、下記に記載している取扱金融機関にお申込みください。
福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、福岡中央銀行、佐賀銀行、北九州銀行、十八銀行、
熊本銀行、佐賀共栄銀行、西京銀行、豊和銀行、三菱UFJ 銀行、三井住友銀行、福岡信用金庫、
福岡ひびき信用金庫、大牟田柳川信用金庫、筑後信用金庫、飯塚信用金庫、田川信用金庫、
大川信用金庫、遠賀信用金庫、とびうめ信用組合、福岡県中央信用組合、福岡県南部信用組合、
横浜幸銀信用組合、商工組合中央金庫

起業に関する相談をしたい
女性向け創業相談会

福岡県内の４地域で毎月１回、女性向け創業相談会を開催します。

お問い合わせ先
【福岡地域】
福岡中小企業振興事務所 TEL：０９２―６２２―１０４０
【北九州地域】
北九州中小企業振興事務所
【筑後地域】
久留米中小企業振興事務所 TEL：０９４２―３３―７２２８
【筑豊地域】
飯塚中小企業振興事務所 TEL：０９４８―２２―３５６１
県ホームページ「女性向け創業相談会の開催案内」
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyosei-sogyo.html

対象者
創業を目指す女性や創業して間もない女性

内 容
福岡県内の４地域で毎月１回、女性向け創業相談会を開催します。
中小企業診断士等女性の専門家が、創業にあたって直面する様々な課題の相談に応じます。
相談は無料で、事前の予約が必要です。

活用方法
「何から準備を始めたらいいかわからない」「起業できるか不安」など、創業について考え始めたば
かりの方もお気軽にご相談ください。
事前予約方法、日程及び会場は県ホームページ「女性向け創業相談会の開催案内」をご覧ください。

相談・情報提供
融資・リース・保証
補助金・出資
場の提供
その他

（平成30年6月11日以降　TEL：093－512－1540）TEL：０９３―５８８―１０７１




